
各 国の 保育制度 〈職員 配置．施設設備の 基準）  

匡l名   随員配置   施設・設備   

0 歳児  3l   0 2 歳児未満  

日 本  1・2 歳 児    6 二 1   乎し児 室（1人1 6 51石）  

3 歳児  2 0 こ1   ほふ く 室（1人 3． 3 ∩†）  

4・5歳児30＝1  医才芳室、調理室、便所  

02最以上児  

保育者は有蛮格者のみ  ほふく重文は遊戯室（1人19  
8ポ）  

屋外遮厳重（1人33巾）、  

調理室、便所、保育用具   

ア メリ カ   ○各州 ま ち ま ち   ○各州 ま ち ま ち   
フ ラ ン ス   ○所長及び保育職員の半数以上は  

乳幼児専門の貸格看（集団保  

育所）  

○公立 保育所   ○児童一人当 た り の面積  
イ ギリ ス  1 1－61（年齢に よ る）  D － 2 歳未満児   3． 5 nl  

○私立保育所   2 歳児  2， 5 rn  

0－2歳児3「  3 歳児以上  2  3 rn   

2～3歳児41  
3－5歳児B：1  

保育職長の半数以上は有笹梅香  
○ プ レ スク ール   ○プレ スク ール  

ス ウ ェ ー デ ン             通常、15 名 ～ 2 0 名の年齢混合  少な く と も 4 種類 の部屋  

の グループに 3 名 の保育者   （食堂兼作業室、遊戯室．絵画禾エ  

（う ち 2 名 は石貨櫓者）   室∴ ／小 過戯葦）   

○全 日 保育   ○全 日 保育、半 日 保育  

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド             〈少な く と も1名が有望梅毒）  遊びに使 え な い場所 を除いた空間  

2 歳未満児 5 て1   1人 2． 5 ∩了  

2歳以上児（※）  屋外遊戯場（1人 5 n†）   

1－6名に保育者1名  

7－20名に保育者2名  
21－30名に保育者3名  
31【40名に保育者4名  
41～50名に保育者5名  

2歳未満児・以上児混合  

1－3名に保育者1名  

4名以上の場合は、※と同様  

保育所保育士の養成、研修等の現状  

職員の  保育士養成  質向上  

○職員：知識技能の修得、維持向上の努力義務  

○施設：研修の楼会の確保義務   

保育所内での研修のほか、保育団体、地方公共   

団体主催の研修会に参加  

○指定保育士養成施設し．544か所、ニ  

・大学、短大、専修学校等での所定の  

課程し2年以上うの履修．）  

又は  

○保育士試験・し都道府県が実施二：に合格  

資格取得者 約49，000人（年間1  

保育所勤務の保育士数ヰ常勤換算〉  

306，253人うち非常勤28，179人ノ  

社会手畜祉施設等調査こH17年l  

保育士養成課程く概要）  

○保育の木賃・目的社会福祉、社会福祉援助技術、児童福祉、保育原理、養護原理、教育原理■）  

○保育の対象 発達心理学、教育心理学、小児保健、小児栄養、精神保1建、家族援助論）  

○保育の内容・方法11葉書内容、乳児保育、障害児保育、養護内容）  

○基磋技能 ○保育実習 ○総合演習  計68単位以上  
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保育士の平均年齢、勤続年数及び平均賃金等について  

○ 保育士は、全産業と比較して、女性労働者の比率が高く、勤続年数は短い。  

○ また、きまって支給する現金給与額も、全産業と比較して低く、その待遇は、現在においても介護職員と  
近い状況にある。  

男  女  

きまって支給  きまって支給  
構成比  平均年遠盲  勤続年数   する現金給与  

訴   田   

全産業   68．8％  41．8歳  13．5年  372．7千円  31．2％  39．1歳  ＿旦」皇室  238．6羊円   

保育士   4．2％  29．2歳   5．0年  229．2千円  95．8％  32．9歳  エコ圭  ＿＿≧ユユニ＿旦王田   

福祉施設介護昌   29，2％  33．2歳   4．9年  227．1千円  70．8％  37．2歳  5．3年  206．4千円   

ホームヘルパー   15．2％  37．6歳   3．9年  230．6千円  84．8％  44．7歳  4．5年  197．0千円  
（資料出所）平成18年賃金構造基本統計調査  

（参考）勤績年数等に応じた運営真の加算について  

1 主任保育士の加算  
主任保育士の選任加算費を必要とするものと認定された場合には、一定額を加算する   

2 民間施設給与等改善書の承認  
職員1人当たりの平均勤続年数を基礎に加算率を適用した運営費を支給する。   

※ 職員1人当たりの平均勤続年数10年以上  12％加算  

7年以上10年未満 10％加算  
4年以上7年未満  8％加算  

4年未満  4％加算  

認可外保育施設に関連する現行制度  

（認可基準・定員規模）  

○ 現行制度においては、認可保育所に対して児童福祉施設最低基準の遵守を求めており、同基準を満たさなけ   
れば、認可は行われない。（※児童福祉施設最低基準 → P4）  
※ 一方で、保育所認可には、都道府県知事の裁暑が比較的広く認められており、必要な客観基準を満たす場合であっても、   
認可されないことはあり得る。（→※第13回（10／6）の課題）   

○ また、認可保育所の定員規模は、60人以上を原則。都市部の要保育児童が多い地区で低年齢時を一定割   
合以上受け入れる場合や、過疎地域など一定の要件を満たす場合に、例外的に20人まで定員規模を引き下げ。   
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（認可外保育施設に対する指導監督）  

○認可外保育施設に対しても、制度上、設置の（事後適迫義務が課せられており（※）、都道府県知事によ昼臨   

願事業停止命令の対象となる。（※認可外保育施設指導監督基準 → P4）   

※事業所内保育施設など一部、届出対象外の施設有り。  

（認可外保育施設に対する財政措置）  

○現行制度においては、認可保育所における保育の実施費用のみ、市町村の支弁義務がかかっており、認可赴   

塩貴慮設に対しては、認卿   

除き、制度的な公費投入はなく、各自治体が独自に支援するか否かに委ねられている。（※認可保育所への移   

行支援に係る補助制度・事業所内保育施設に対する助成制度 → P5）  
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（参考）  

児童福祉施設最低基準と認可外保育施設指導監督基準  （参考）  

認可外保育施設の認可化移行支援に係る補助制度  

○ 苦竪可化移行促進事業（19年慶予算徹20百万円・－，20年度予算案13百万円）   

（20年度）   

t 移行促進阜業 20か所 ＠2nD万巧 橋勤率レノ3  

ト除薗所1  誠 pJ外保 育尾般指温慰留．客席   

・ 主た己†異音時間11哨同に・っいてに、  
（保管士芦      最低量利こ規定する姓以上．11時間を  

紹える時間帯tこついては、現jニ保育され   

ている児童が1J＼である程合を除き、常   
時2人以上の紀旦が必要   

愕再考の3分・カ1㌫上が倶育±ヌに舌  
；睡1揚幕格が必要   

・ 保育重 i－ 65汀し／人  
・ 調用意、便所   

ヨ81】レ人  
3汀しノノ、  

澄  ，餞火用具、非常口等の設置  
・ 定期的な訓麿り実施  

転偽抑止試僻  

J保育竜巻を2隠こ設りる張合  
賽物   耐火建築物ヱは準耐火壕薫物   
衛役（棒築基  ・ 屋外階段し 患内拷別i幹雄階段（津島基   
苗によそ2方  華族施亨一台第1三3粂第3項）筍に⊥き2力  

内灘ち托梓繋   

そ．請合   ：〕イ案育差等を3階以上に設ける場合   

・ 耐火庫 杓  
写：こ上≡一○方       ・ 星外階段、堵別凝石打昏投首；こよる三方   
宅、l三尾外i墜縁  向避難経路（4陪以上の場合は蔓外鯉躾   

准設を必隈1  
irりこ蛮罷牢が     ・ 涌こ哩室の払ぢ火孟由 仁自動消火装置挙が   

あり）  已更置されてい・5場合の特例視り）  

非常琴報岩鼻  
カーテン等の防炎処理  

鞍悍肯刑黒育指針に準じる。  
・丁：i箪常の有無  

、註確  

し？忘‡茄址施設長低基j繁  

暇   再▲  己ニ！登玉埜  
り碓）   

≧ し潤限  
；・2歳ユ已   6   
3飯事言  2〔】   

4戒げノLヒ  3〔／  
保育士クニ▲み  

設   堀iコ∑歳末構  

「  

士
 
 

一定水準の冥のサ叩ビスを提供する㍑可外保育施設の認可化に当たり、市町村が牒育  

当該施設に派適して、保育内容の指導を行うなど、醒可保育所への移行準備を支援するむ   

平成17年度より環境改笹事業は保育現兇改善事業へ軒乳  

乳児重 二 6≡汀し↑人  

ほふ〈賽 ：ト＋3汀／′人  

医務笠、調理室．政所  

・つ2讃三以上二  

・ 頒：有毒又は盤戯塞  
・ 監外遊戯現  
．■ 調理箋．便所  ○ 認可外保育施設の衛生・安全対策  

（19年度予算額2a百万円一〉20∈度予算案23百万円）  

′ 
l認可外保育施設に梯する職員に対しても蝕酷斬を行うことir上り、受診用進を図五  

し辛飢9年配り牌針硝等衛生菩掛らの嗣外保育純分拍附宣。  

非常乱昔くこ  
対－㌻．う材L笹  

非常口享の吉辻・  
在職的な訓辞の実施  

r最高三；革ケ  

2牒じ■．」こに  

没lづ乙沃数名  

れ条件   ：ユ愕官主等を2階に絞りる  

■ 敵火廷事物又は雄耐火娃  
・屋外階段、庭内特別遅滞   

準法施行令弟】23集束3項）  
声I避頁巨径児  

・二月院音量笥を3瞳以上に設け  
・ 蘇止建染物  
・尾外階段、特別封雛階殺   
句避難粍鑓（4階以上の培   
階段を必慧）  

調理筈の箔＿ぺ区画 ∈勧   

説掃きれてい5脇去、の笥例  
非常誓郁詰阜  
カーテン等一ノ＿哨戒側牒  

○保育所体験特別事業（19年度予算額30D百万円ノ・・20年度予算案300百万鞘  

＝．9年度二｝  （20年農）  

二・・・ 

． 

、  

「  

（つ保育従事者研修事業（19年慶子革額53百万円－・20年度予算案49百万Iココ）  

（19年度）   （20年度）  

開催回数  98直  →  99回  

補助率定額  

〔嗣外保育鰍〕射精や保育獅省を璃とした鞘欄施♭〕   

こ喉首のi『客  

・甥珪I仁能の圃乳 折衷等   
に・ついての検査、自伝落び  
保頂甘との連論  

・－・・＝こ俣  

組銅  

i・⊃憶意岩会斬の耳コ箪  

l主ノ認可外愕宵旅蔵相瑠思想浩堆に．宗展／1霊可外保育社己皆左一鮪肝す石上かゎも仇】でより、当誠基準に   
領主する認可外促音顆‡試であっても僅筈所叫已菰如上辰殺鼠低箱証そi耗丁＿すことが翌夏しい，  52  



事業所内保育施設に係る助成制度について  

平成20年度  平成21年度（予算要求中）  

利用者は、原則として、その雇用する労働者  

・設置責  

対象費用：建築費等  

助成限度綾：2，300万円  

助成率：大企業1／2 中小企業2／3   

・増築費  

対象費用：増築費等  

助成限度額：  

増築1，150万円 建替え 2，300万円  

助成率：1／2   

・保育遊具等購入費  

助成限度額：40万円   

・運営費  

対象費用：運営に係る費用（人件費等）  

助成率：大企業1／2 中小企業2／3  

支給期聞：5年間  

・設置糞  

20年度と同様  

・増築費  

20年度と同様  

・保育遊具等購入費  

20年度と同様   

・運営費  

対象費用：運営に係る費用（人件費等）  

助成率：  

5年臼まで 大企業1／／2 中小企業2／3  

6年目以降1／3  

支給期闇：10年間  

認可外保育施設数・利用児童数の推移  

○認可外保育施設数は約1万箇所、利用児童数は約23万人。認可保育所数の約1／2、利用児童数で約1割を   

占める。  

○弄り用児童数の近年の推移をみると、事業所内保育施設は減少傾向、ベビーホテルは増加傾向にあるが、全体   

としては横ばい傾向にある。  

○ そのうち、自治体独自の補助を受けるいわゆる「自治体単独保育室」 の利用児童数は増加傾向にある。  

うち自治体単独保育室の推移  認可外保育施設・利用児童数の推移   

（資料）一保育課調べ 54   



認可外保育施設の規模  

○ 認可外保育施設の在所児童数を見ると、20人以下が53％を占めている。  

○ 認可保育所の原則的な定員である60人超の規模は1割に満たない。  

認可外保育施設の  
在所児童数規模別の構成比  

認可外保育施設の  

在所児童数規模別の分布  
（施設数）  
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（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
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認可外保育施設の年齢別入所児童数   

○ 認可外保育施設の年齢別入所児童数を見ると、認可保育所に比べ、ベビーホテルを中心に低年齢時の割合   

が高い。  

平成18年10月1日現在  

事業所内保育施設  

ベビーホテル  

その他の認可外保育施設  

認可保育所  

（平成20年4月1日現在  
福祉行政報告例）   

0ヽ  20ヽ  40ヽ  6Uヽ  80ヽ  ＝）0ヽ  

認可外保育施設の設置主体  

○ 認可外保育施設の設置主体を見ると、全体としては、約6割が個人、約2割が企業となっている。  

施設の類型別設置主体の状況  
（単位：％．、ポイント）  

縦  
各年10月1日現在   

事業所内保育施設  ベビーホテル  その他の認可外保育施設   

J   

100．0   100．0  100．0   100．0  100．0   100．0  100．0   

△1．7  18．8      △ 7．5      △ 3．2   

23，5   2．5  40．2  51．1  △10．9  45．8  37．3   8．5  15．4  13．0   2．4   

5．4  △1．7   2．3   2．5  △ 0．2   1．6   2．9  △1．3   4．8   6．8  △ 2．0   

13．1   0．9  34．8  42．5  △ 7．7   6．2   5．8   0．4  11．了   8．9   2二8   

平成18年  平   

総数   100．0  

個人   56．3   

会社   26．1   

任意凹体   3．7   

その他   13．9  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）  
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認可外保育施設の開所時間  

○ 開所時間は、ベビーホテルのみならず、その他認可外保育施設であっても、認可保育所に比して長く、早朝や   

夜間の保育ニーズに認可外保育施設が対応している状況が伺える。  
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認可外保育施設の水準（面積（保育室））  

○ 認可外保育施設の保育室の面積を見ると、認可基準以上相当（推計）の施設が6割以上となっている。  

認可外保育施設全体  べど－ホテル  

⑤8．1％  

②4．7％  

その他の認可外  

⑤6．8％  

【推計の前提】  
「（D認可基準以上」・・・1歳児数×3．3n了 ＋2歳以上児×1．98ポ以上の事業所  
「②認証基準以上」…①未満で、1歳児数×2．5ポ ＋2歳以上児×1．98rポ以上（＝おおむね東京都認証保育所や横浜保育室の基準）の施設  
「③認可外指導基準以上」・・・②未満で、1歳以上児童数×1．65ポ以上の事業所  
「④その他」ttt③未満  
「⑤ 不明」・・・保育室面積の回答がなかった施設  

※ なお、最低基準上は、0歳児又は1歳児を入所させる場合は、乳児室（1，65n了）又はほふく室（3．3n了）を設けることとしており、実際上は、  
個々の乳幼児のほふくを始める段階に応じて面積基準を適用することとなるが、計算の便宜上、0歳児は乳児室、1歳児はほふく室として計算。  

18年地域児童福祉  調査報告を特別に集計したもの 58   （資料）平  



認可外保育施設の水準（面積（乳児室））  

○ 認可外保育施設の乳児室の面積を見ると、認可基準以上相当（推計）の施設が5割以上となっている。  

ベビーホテル  認可外保育施設全体  事業所内保育施設  

その他の認可外   

【推計の前提】  
「①認可基準以上」・・・0歳児数×1．65n了以上の施設  

「②認可基準未満」・・・①未満の事業所  
「③ 不明」・＝保育室面積の回答がなかった施設  

※ なお、最低基準上は、0歳児又は1歳児を入所させる場合は、乳児室（1．65n了）又はほふく室（3．3ポ）を設けることとしており、実際上は、  

個々の乳幼児のほふくを始める段階に応じて面積基準を適用することとなるが、計算の便宜上、0歳児は乳児室、1歳児はほふく室として計算。  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
59  

認可外保育施設の水準（調理室）   

○ 認可外保育施設の給食（昼食）の状況を見ると、半数は自園調理を行っているが、2割は外部搬入、2割は弁当   

持参となっており、認可外保育施設の半数は調理室を有していない可能性が高い。  

事業所内保育施設  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）  
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認可外保育施設の水準（保育士比率）①（全体）  

○ 認可外保育施設全体の保育従事者に占める保育士比率の割合は、平均的には約6割にとどまっている。  

○ 施設別に見ると、保育士比率100％（全員保育士）という施設も多い一方、50％を下回る施設も1／4見られ、  

認可外保育施設間の差が大きい。  

保育従事者に占める保育士比率別にみた認可外保育施設割合  

認可外保育施設全体（6，694カ所）  

常勤職員・非常勤職員の合算  

うち常勤職員  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
61  

認可外保育施設の水準（保育士比率）②（施設種類別）   

○ 施設種類別に見ると、事業所内保育施設は保育士100％である割合が高い。  

事業者内保育施設  

（1，007カ所）  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したも鴨2   



認可外保育施設の利用料  

○認可外保育施設の利用料をみると、企業からの補助等のある事業所内保育施設に比べ、他の類型の施設の   

利用料が高い傾向にあるが、平均的におおむね約3～5万程度の水準となっている。  

0  10，000 20，000 30，000 40，000  50，000  

事業所内保育施設  ■ベビーホテル  ロその他認可外保育施設  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）63  

（参考）認可保育所の利用料  

0歳   1歳 2歳   3歳   4歳～6歳  

15．1万円  8．9万円   4．3万円  3．7万円   

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）  
及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び  

第1階層    永住帰国後の自立の支援に関する法律による支 ■  0円  0円   

援給付受給世帯  

第2階層  第1階層及び第4～第7  非課税世帯   
9．000円  6，000円   

階層を除き、前年度分   
の市町村民税の額の区  
分が次の区分に該当す  
る世帯   

市町村民税  
課税世帯   19．500円  16．500円   

第4階層   40．000円未満   30．000円  27．000円   

第1階層を除き、前年分   
の所得税課税世帯で  

44，500円  41，500円   

あって、その所得税の  
額の区分が次の区分に  
該当する世帯  413，000円未満   61，000円  58．000円   

第7階層  413．000円以上   80．000円  77．000円   

※ 保育単価は平成20年度の定員90人、その他地域区分。  
※ 上記の費用徴収基準額より、各地域区分ごとの保育単価が下回る場合は、その保育単価を限度とする。   
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認可外保育施設の利用者の選択の現状①（認可保育所と比較した者）  

○ 認可外保育施設の利用者の約6割は、認可保育所と比較した上で、認可外保育施設の利用に至っている。  

O「認可保育所に空きがなかった」「預けたい時期に入れなかった」などの認可保育所の供給量不足に起因する   

ものが4割を占める。  

－  

（出典）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告（平成16年）65  

認可外保育施設の利用者の選択の現状 ②（全体）  

○ 認可外保育施設の利用者全体（※認可保育所と比較したかどうかを問わず、認可外保育施設を積極的に選択   

した者を含む）の選択理由を見ると、「自宅から近い」が多く、地理的要素が保育所選択において重視されている。   

また、「保育方針や内容」で認可外保育施設を選択しているケースも多い。  

自宅から近い  

保育方針や内容がよかった  

見学した時の職員の対応がよかった  

利用する時間の融通がきく  

希望する時期から預けられた  

職場に近い  

認可保育所に入れなかった  

希望する時間預けられた  

希望する年l書から預けられた  

紹介された、すすめられた  

評判がよかった  

通勤途中にある  

利用料（保育料）が安かった  

他に預けるところがなかった  

施設や職員の服装等が衛生的で好感がもてた  

保育士の人数が十分確保されていた  

施設の設備が整っていた  

その他  

不詳  

0  5  †0  帽  2¢  25  30  35  

（出典）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成16年）  

40  
（狗  
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認可外保育施設の認可保育所への移行希望・移行上の問題点①  

○ 認可外保育施設の約4割は、認可保育所への移行希望を有している。  

○認可保育所への移行希望のある施設にとっての問題点は、「基準に満たない」ケースが約6割を占めるほか、   

手続や経理の煩雑さを挙げる施設も多く見られる。  

認可外保育施設の移行希望  移行希望のある保育所における認可移行上の問題点  

0  200  4DO  600  B00  1000  120D  lヰC昭  ＝500  180D  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）67  

認可外保育施設の認可保育所への移行上の問題点②  

○認可保育所への移行を希望する施設であって認可基準を満たせない施設のうち、約8割が施設設備基準を  

挙げている。  

保育時間・開所時間基準  

職員基準  

立地基準  

施設設備基準  

0  200  400  600  800  1000  1200  1400  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）68   



3歳未満児における保育所・認可外保育施設利用率【都道府県別】  
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※【保育サービス利用率】＝【保育所利用児童数（3歳未満児）】÷【3歳未満人口】  
※【認可外保育施設利用率】＝【認可外保育施設利用児童数（3歳未満児）】÷【3歳未満人口】  
※「保育所利用児童（3歳未満児）」：福祉行政報告例【厚生労働省（平成20年4月1日現在）】  
※「認可外保育施設利用児童数（3歳未満児）」：厚生労働省保育課調べ（平成19年3月31日現在）   

「3歳未満人口」：平成17年国勢調査【総務省統計局（平成17年10月1日現在）】  

69  

過疎地域の現状（D   

（過疎地域の現状）  

○ 過疎地域は、人口では全国の約8％であるが、過疎地域を含む市町村数では全国の4割を占める。  

医1衷2 過疎地域が全国に暮1iめる割合  

市町村軟  
膏出汁7酌市町村  

人  ∩  

〔全国1ご、777万人）  

面  積  

（全国377－915kllf）  

1．析ヰカ■人  Il，TO3万人  
（8．爛）  （射．6鋸  

し備考）1巾町村数は平成20年4月】日現在二 過疎地域の市町村数は渦疎関係市町村数による1  

人口及び面積は平成17年国勢調査による．＿  

2 東京都特別区はl同体とみなす： 

《過疎地域の要件》3（）は構舶恰である－  

O「過疎地域」とは、以下の「人口要件」と「財政力要件」に該当する地域。  
（1）人口要件：以下のいずれかに該当すること  
1）昭和35年～平成7年の人口減少率が30％以上   
2）昭和35年～平成7年の人口減少率が25％以上、高齢者比率（65歳以上）24％以上   
3）昭和35年～平成7年の人口減少率が25％以上、若年者比率（15歳以上30歳未満）15％以下   
4）昭和45年～平成7年の人口減少率が19％以上   
＊ただし、1）2）3）の場合、昭和45年～平成7年の25年間で10％以上人口増加している団体は除く。  

（2）財政力要件：平成8年度～平成10年度の3ケ年平均の財政力指数が0．42以下、かつ公営競技収益が13億円以下であること（施行令第1条）。  

【追加公示】 平成12年の国勢調査の確定人口に基づき、追加公示を行う（法第32条）。  
（り 人口要件 ：上記要件中、各対象年次を5年ずつずらして適用。  
（2）財政力要件：上記要件を、平成10年度～平成12年度の3ケ年平均の財政力指数として適用。  

【出典＝総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月ナ0   



過疎地域の現状②（人口の動向）  

（過疎地域の人口の動向）  

○ 過疎地域の人口減少率は、昭和35～45年には10％程度と著しく人口が減少していたが、その後人口減少率   

は低下し、平成12～17年の減少率は5．4％となっているものの、平成7年以降の減少率は緩やかに拡大。  

し備考：lエ 同勢調査による＝．  

ご 過疎地蛾は、平成00年4月l日韓在」  

：j 三夫都市圏とは、東京圏（埼雇牒、干葉県、東京都及び仲春川県の区域二・、大阪圏（京掛凧、1（  

l近府放ひ兵庫県J▼）区域〕、名古辱圏〔岐阜県、牽知県放び三毛県の区域）をいい、地方働とげ三ナ（  

都市圏以外の区域をt・い1．  

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月ナ1  

過疎地域の現状③（人口構成）  

（過疎地域の人口構成）  

○ 過疎地域における年少人口（0～14歳）の割合は、全国と大きな差は見られない。  

○ 年少人口（0～14歳）の推移は、全国に比べ緩やかではあるが、一貫して減少傾向にある。  

【Lて】才ミュ丁（い→ll舐ノ■、「一㌻＝推移ご∵）し ∵】  

1  こ1丹  40u－  

〈備考）平成17年同勢調査によろ  

＜参考＞  

年少人口（0～14歳）  全国の年少人口に占める  
（単位：千人）   各圏域の割合  

17．521  

8．407   48．0％  

9．114   52．0％   

地                                 域）   （1，346）   （7．7％）   

全   国  

キナ  空即′1 

◆ 
声・てこん、1i仁 一㌣「   

」l   ■「．・毛艶押丘∴   

」㍉草ギか鳩∴ －て・1ヽ帯t ′∵ 二戸T、・Llご下●・ ・コt：▲市t′一  

笥TT 三■亨：i・一口lr世帯▼【フ．二■  
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三大都市圏  

地 方 圏  

（うち過疎  

H17国勢調査より   

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）】  

【出典＝総務省「時代に対応した新たな過疎対策に向けて（これまでの議論の中間的整理）（平成20年4月）フ2   




